
大山町地域おこし協力隊 募集要項 

 

１ 趣旨 

大山町では、都市地域の意欲ある人材を積極的に受け入れ、町民が気付いて

いない資源を外からの視点や感性で探し出し、地域住民との協力体制により、

大山町の問題課題の解決や集落・地区活動の支援、再生、発展に寄与すること

を目的として、大山町地域おこし協力隊を募集します。 

 

２ 募集人員 

 大山町地域おこし協力隊員（起業部門） 1 人 

 

３ 業務概要 

大山町にある資源（農林水産業、文化・伝統、動植物、気候、自然、人材、

空き家、空き地など）を活用し、起業を行い、大山町の発展につなげること。 

  

４ 応募条件 

（１）年齢が 18 歳以上の方（令和 2 年 4 月 1 日現在） 

（２）現在、都市地域等（※）に在住している方で、大山町へ生活拠点を移し、

住民票を異動できる方 

（３）持続性があり、かつ、生産性の高い社会の実現を目指す者 

（４）多様な主体との協働を実現できる者 

（５）効果的な計画設計のできる高度なマネジメント能力を発揮できる者 

（６）大山町の資源と自分の特技を生かし、実効性のある計画作成の意欲のあ

る者 

（７）過疎地域の活性化、課題解決に意欲があり、集落になじむ意思のある者 

（８）環境保全や過疎地振興など、社会貢献度が高い分野に取り組める者 

（９）普通自動車免許証を有している方（ＡＴ限定不可） 

（１０）パソコン操作、イラストレーター、フォトショップ、SNS（フェイス

ブック、ツイッターなど）、ICT などの活用に堪能な方で大山町の魅力を発信で

きる方 

 

※条件不利地域（過疎地域自立促進特別法（平成 12 年法律第 15 号）、山村振興

法（昭和 40 年法律第 64 号）、離島振興法（昭和 28 年法律第 72 号）及び半島

振興法（昭和 60 年法律第 63 号）に指定された地域）以外の地域に居住してい

る方 

 

５ 勤務地 



 大山町 

 

６ 活動時期 

 ・令和２年４月１日以降（最初の半年間は試用期間とする） 

 ・隊員の委嘱期間は１年とし、最長３年まで延長することができます。 

 

７ 雇用形態 

 隊員の身分は、地方公務員法（昭和 25 年法律第 261 号）第 22 条の 2 第 1 項

第 1号に定める会計年度任用職員とする。 

 

８ 活動時間・休日 

週３０時間。１日につき６時間。 

標準的には、９時００分から１６時００分とし（１２時から１３時まで休憩

時間）、活動内容により６時間を越えない範囲で変更可能 

 土日、国民の祝日、年始年末は休日とする 

 

９ 給与 

 月額 １６５，９００円 

 期末手当を支給します 

残業はフレックスタイムにて対応 

※この給与は、令和２年４月の見込み額 

  

１０ 福利厚生 

（１）社会保険・雇用保険・傷害保険に加入します。（自己負担があります。） 

（２）家賃は大山町の職員の規則に準じて負担します。 

（３）活動経費は必要に応じ、予算の範囲内で大山町が負担します。 

 

１１ 申込受付期間 

  ～令和２年５月２８日（木） 

※面接は随時行い、隊員が募集人員に達した時点で終了とします。 

 

１２ 採用予定人数 

   １名 

 

１３ 選考方法 

（１）エントリーシートの提出 

「地域おこし協力隊 エントリーシート」（大山町ＨＰからダウンロード）を事



務局（kikaku@daisen.jp）までＥメールで提出してください。（ファイル形式は

エクセル又は PDF） 

 

（２）第１次選考（エントリーシートによる書類選考） 

結果については、エントリーシート受付の日から１週間以内にＥメールでお伝

えいたします。 

 

（３）第２次選考事前書類提出 

 第１次選考合格者は、申込用紙に記入の上、下記の書類を添付して大山町企

画課へＥメールにて送付してください。 

 

①課題レポート 

※上記レポートの様式については、Ｅメールにて第１次選考合格通知とともに、

送付いたします。 

 

②住民票（写）をスキャンしたもの 

 

（４）第２次選考（面接） 

大山町において第２次選考（面接による選考）※を行います。 

詳細は、第１次選考結果を通知する際にお知らせします。 

 

※面接のために要する経費は、申込者の負担となります。 

※選考の経過及び結果についての問い合わせには応じられませんので予めご了

承ください。 

 

 

１４ 申込・お問い合わせ先 

 〒689-3211 鳥取県西伯郡大山町御来屋 328 番地 

 大山町役場 企画課 担当：柏尾・金田 

 電話 0859-54-5202（直） FAX 0859-54-5216 

 E-mail：kikaku@daisen.jp 

 

１５ その他 

・申込に関する問い合わせは、メールまたは、ファックスで行うこと。 

・質問者に対する回答は、質問者に電話、メール又はファックスで回答します。 


